
1 

会
議
名 

令和4年度（2022年度）第1回宝塚市消費生活協議会 

日
時 

令和4年（2022年）7月29日（水） 

午前10時～午前11時30分 

場
所 

宝塚市役所３階 ３－３会議室 

出
席
者 

委員 

鈴木委員（会長）、池内委員（副会長）、笠谷委員、松村委員、恒田委員、伊藤委員、大久

保委員、芳賀委員、番田委員 計9名 

（欠席委員）新谷委員、牟田委員、木村委員 

担当 

事務局 

産業文化部長、産業振興室長、消費生活センター所長、消費生活センター係長、消費生活

センター係員（2名） 

会議の公開・非公開 公開 傍聴者 0名 

内 容（概要） 

1．開会 

・事務局挨拶 

・会長挨拶 

 

2．議事 

［会長］ 

議題（１）令和３年度消費者教育に関する事業の実施状況について事務局から報告していただきます。 

 

（事務局） 

・資料に基づき報告 

 

［会長］ 

 ありがとうございました。ただ今の報告に関して、質問等ありませんか。意見が出にくいかもしれませ

んので、私の方から一つだけ聞かせていただいてもいいですか。今、ご報告いただきました出前講座の集

計の表ですが、講座の回数が前年度は８回、今年度は３０回なのに、参加人数が増えていないのは、オン

ラインを利用したのか、少人数で大きな部屋で開催されたのでしょうか。 

 

（事務局） 

 オンラインを利用したわけではないのですが、なるべく少人数で講座を多く開催する形をとらせていた

だきました。特に、育成会向けの講座に関してそういった形をとりましたので、参加人数はあまり増えて

いません。前年度については、高校ではクラス単位の講座をしていただいたので、講座数が多くなってい

ます。参加していただいて生で聞いていただく方が、迫力があってよいのですが、ネット配信をせざるを

えない時代の流れになってきているとは思います。 
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［会長］ 

他にございませんか。 

 

［委員］ 

ＫＤＤＩとかソフトバンクとかコープこうべとかの民間事業者と講座や啓発を実際に行っていますが、

その業者の選定基準等はどのように実施に至ったのかを教えていただきたいのですが。 

 

（事務局） 

ＫＤＤＩとソフトバンクは、こちらから講師をお願いしました。コープこうべや消費者協会は、経緯は

わかりませんが、かなり昔から協議会に入ってもらっていたり、消費者教育に協力していただいていたり

する団体です。 

 

［委員］ 

今後、やりたい事業者というのはこれ以外にあるのでしょうか。それとも、今までずっとやっていただ

いている事業者に実績もあるし、やっていただきたいということでしょうか。何が言いたいかと申します

と、消費生活センターに新規でやりたい事業者からの申し出があるのか、そういう事業者がないので、既

存のところでやっていただいているのかが気になったのと、どういう基準で選んでいるのか聞きたいと思

いました。 

 

（事務局） 

私は４年ほど消費生活センターにいますが、企業とか、団体から積極的に声をかけていただいたことは

ありません。 

 

［会長］ 

企業も巻き込んで、むしろこちらから声をかけて講座を依頼する形で広めることができれば、一番良い

のかもしれませんが、最初はなかなか難しいと思います。消費者団体に声をかけるのも、緊密にできるの

かといわれると難しいところです。企業に消費者教育を依頼すると、商品を見分ける目が消費者にも出て

くると思います。商品を売っている企業も、自信をもって売り上げることになるので、ウィンウィンの関

係が築けるはずです。企業の参加を求めるのであれば、ホームページの一角に載せるのもいいかもしれな

いです。 

 

（事務局） 

ＫＤＤＩとソフトバンクに参加いただいたスマホ講座につきましては、こちらからお声かけして、新規

に令和３年度からやりはじめた講座です。徐々に企業にもお声掛けをしている形にはなります。 

 

［会長］ 

他にございませんか。 
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［委員］ 

お話があった件で、出前講座を確認していましたら、他の消費生活センターでは動画をあげています。

特に大学生に多いかもしれませんが、みんなで講座を受けるより、個人がそれぞれで学ぶような啓発活動

を進めていくことも選択肢の一つにあるのではないかと思います。実際、大阪府警さんと一緒にお仕事さ

せていただいて、府警さんも特殊詐欺被害防止啓発動画を作成しておられて、私の所に動画の確認を依頼

されることもあります。なかなかハードルが高いことかもしれませんが、時代に合わせることも検討され

たらいいかと思います。 

 

（事務局） 

動画に関しては自前で作成するのは大変ですので、各県が作成された動画を宝塚市のホームページに見

やすくリンクを貼っていくことから進めている状況です。そういったことから徐々に進めていきたいと思

っております。 

 

［委員］ 

兵庫県が作成した動画はとても面白く、お名前ははっきりわかりませんが吉本興業の芸人さんが出演し

ていて、みなさん上手に３分ぐらいで１つの話が完結する動画をあげておられます。「ＳＮＳ」「定期購入」

「水漏れ」の動画がありましたので、皆さん見ていただけたらと思います。 

 

［委員］ 

コープこうべと一緒に作成した動画のことを言われているのだと思います。吉本芸人の「女と男」さん

が出演しているものです。今、言われた通り、できるだけ短い中で、面白さを工夫した動画を作らせてい

ただきました。宝塚市さんとか各市町村でそういった形でリンクを貼っていただいて、多くの方に見てい

ただけるのは非常に有難いです。若者向けにはラップで、悪質商法対策動画を「あきらめん」さん出演で

作成してユーチューブで結構流れています。全国の消費生活センターや国民生活センターからもご紹介い

ただいています。 

 

［会長］ 

他にございませんか。 

 

［委員］ 

出前講座の参加人数ですが、令和２年度と比較されていますが、令和２年度もコロナがひどい時期だと

思いますので、通常の回数だと令和元年ベースだと思います。令和２年度と比べても令和３年度が減って

いるということは令和元年より相当減っているということでしょうか。 

 

（事務局） 

手元に資料がないため詳細はわかりませんが、令和元年度は年間約４０回の講座を実施しています。参

加人数もかなり減ってしまっています。 
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［委員］ 

昨年は少し回復した感じはありますが。 

 

（事務局） 

令和元年度を基準とした場合は、令和２年度は極端に減りました。令和３年度は再開していただいたと

ころもありますが、通常高校では講堂に集めて学年全部で講座をするのですが、再開するにあたりクラス

ごとに講座をやってほしいとの要望があり、回数は増加しましたが人数はさほど伸びていないのが現状で

す。 

 

［会長］ 

それでは次に議題（２）令和３年度消費生活センター事業概要について、事務局よりお願いします。 

 

（事務局） 

・事業概要に基づき報告 

 

［会長］ 

令和３年度消費生活センター事業概要についてご意見、ご感想ございませんでしょうか。 

 

（事務局） 

 苦情相談件数第３位の家屋の損傷を保険修理可能として業者が保険申請をサポートするトラブルです

が、令和２年ごろ宝塚市内でそういった業者が回っていることがありました。詳細な集計をしていません

ので正確な数はわかりませんが、令和３年度は特別増えてはいないかと思います。令和２年ですが、集中

的に大阪にある１業者がセールスしていたようで、消費生活センターにも「今、このような業者が回って

いますが大丈夫でしょうか」という相談がありました。防犯安心メールで注意喚起しましたが、昨年度も

また回っていたようです。実際、保険料の４割ほどの報酬でサポートしていきますという契約ですが、最

終的には工事費が足りないと高額な請求の被害にあうといった相談がありました。 

 

［会長］ 

他にございませんか。 

 

［委員］ 

学校の方で気になるのは、苦情相談件数５位の他の教養・娯楽サービスの１９歳以下が２７人、４位の

娯楽等情報配信サービスも９人で被害が多いところです。もちろん授業の中でも啓発や指導をしており、

ネットとスマホの使い方の授業もしているのですが、消費生活センターとして何かした方がよいことがあ

れば、教えていただきたいです。 
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（事務局） 

 学校校長会でお話させていただいたのですが、生徒向け、職員向けの出前講座の講師の派遣について宣

伝させていただきました。補足ですが、休校中にオンライン授業になり頻繁にタブレットを見るため、ゲ

ームの高額課金も増えはじめ、生徒の課金の相談が増加しています。学校の方でもゲーム会社を呼んだり

して講座をやられているのですが、インターネットのルールなどが中心で、高額課金等の話をあまりやっ

ていないようです。消費生活センターの出前講座での補強を案内していますが、学校はカリキュラムもあ

り、なかなか講座を差し込めない状況のようです。高額課金については、子どもが親に何か気付いて欲し

いためにアピールとしてやっている場合もあり、学校の方にもそのような事例もあることや、インターネ

ットゲームや投げ銭についての講座を受けていただきたいと思います。 

 

［委員］ 

 先日、兵庫県から各学校に、高額課金やインターネット被害に対する注意喚起のメール便を送らせてい

ただきました。そちらではツイッターなどで我々の方に誘導するように案内していますので、ご活用いた

だければと思います。ゲームの高額課金で消費生活センターに相談に来るのは、未成年の若い世代です。

小中学生の高額すぎる課金のトラブルで、親子で相談に来られます。それ以前にもっと少ない額の被害は

たくさんあると思います。やはり、ご両親にも注意喚起して頂きたいと思います。是非伝えてほしいのが、

高額課金で払い戻しした場合は、「今までやっていたゲームで獲得したアイテムやアカウントが全部なく

なってしまう」ということです。ゲームの中で課金するのはレベルアップや、武器を持つことによりアバ

ターを強化し、お金をかけて自分の大事なキャラクターを育てるためだと思われます。高額課金の相談で

返金を求めた時点で、大事なアバターは無くなってしまいます。我々でも、スマホゲームでせっかく育て

たキャラクターが全部消えたらショックですよね。未成年取消をすると二度とそのアカウントでゲーム会

社の登録もできなくなる場合もあるので、今後ゲームができなくなる危険性も分かってもらえると、子ど

も自身も気をつけようと思うのかもしれないです。 

 

（事務局） 

自分の身の丈以上の楽しみ方をしているわけですから、身の丈にあった遊び方をしないとダメだという

ことですね。課金を絶対してはいけないという時代でもないので、身の丈に合わないことをしてしまうと

アカウントが消えるけれど良いのかという形で子どもに圧をかけるのも一つの啓発ですね。親にしてみれ

ば、知らないところで子どもが勝手に課金して請求だけ親に来るわけです。消費生活センターに言って減

額や払い戻し交渉してお金を返してもらうと、アカウントが消えて、子どもはゲームができなくなるとい

うことになるわけです。学校の方ではいい解決法はありますか。 

 

［委員］ 

学校では授業時間数もあるのでハードルが高く、チラシも子どもがなかなか見ないことも考えられま

す。去年から一人一台タブレットを子どもたちに持たせているので、タブレットのトップ画面にリンクを

貼る啓発であれば、時間がある時に見るかなと思います。 

 

［会長］ 

他にございませんか。それでは最後の議題（３）その他（情報交換）について兵庫県消費生活総合セン

ターの資料説明をお願いします。 
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［委員］ 

ではＡライフの冊子に令和３年度兵庫県内の消費生活相談状況を掲載していますので、ご説明します。 

・資料について説明 

私からの説明は終わります。チラシを添付していますが、夏休みオンラインこども講座となっています。

どなたでも視聴可能です。広報などもみなさんにやっていただけたら有難いなと思いますので、よろしく

お願いします。私からは以上です。 

 

［会長］ 

こんな情報があるとかでもかまいません。何かありますか。 

 

［委員］ 

今、ご説明いただいた中で偽メールの話がありましたが、私自身にも最近ありました。荷物が届く予定

がある時に、運送会社からのＳＭＳでアプリをインストールするように指示があったのですが、開くこと

ができませんでした。最終的にはそのおかげで、詐欺に遭わなくてよかったです。別の日には「あなたは

使用料を支払っていません」というＳＭＳがきて、冷静になるとおかしいなというのが分かりました。ス

マホをもっているだけで使いこなせていないので、スマホをもっていることが苦痛になっています。 

 

［委員］ 

高齢の方からのそういった不安の相談がとても多くなっています。基本無視していただいたら良いので

すが、不審に思ったらそのメールにある電話番号やメールのリンクをクリックしないで、正規のホームペ

ージで電話番号を確認して、そこの会社に問い合わせるというのが一番正しいです。今どきのフィッシン

グ詐欺のサイトは非常によくできているので引っかかってしまいます。来たメールのリンクはクリックし

ないことを原則にしていただくのが一番安心だと思います。それでも、被害がなくて何よりでした。 

 

（事務局） 

そういったメールがあり不安な時には、消費生活センターにご連絡ください。 

 

［委員］ 

「あなたは使用料を支払っていません」というＳＭＳの話は消費生活センターにご連絡しました。運送会

社のＳＭＳは、運送会社に行き確認しました。 

 

［委員］ 

不安だなと思ったら１８８に連絡していただければと思います。 
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［委員］ 

ありがとうございます。それと私は高齢者のサロンをしていまして、今度また警察の方に９月に来てい

ただいて、特殊詐欺対策の勉強会を予定しています。 

 

［会長］ 

他に何かございませんでしょうか。 

 

［委員］ 

話題になっている霊感商法ですが、何年か前に男女共同参画センターで集まりがあり、そこに興味本位

で行きました。「何か悩み事はありませんか」というコーナーがあり、住所と名前をそこで教えました。

それから数ヶ月後に家まで２人で訪ねて来られて、しつこく「会場に来てください」と誘われました。断

ったら帰られたのですが、また忘れたころに２人で来られました。どうすればよいのか、どこに相談すれ

ばよいのか困っています。 

 

（事務局） 

 基本的には消費生活センターにご相談に来ていただけたらと思っています。また、訪問販売お断りの意

思表示をして、それでも無理やり訪問販売という形を取った場合は、県の条例に違反することになります

ので、消費生活センターに設置している訪問販売防止ステッカーを貼っていただくのもよいかと思いま

す。ただ、宗教の勧誘が訪問販売とは違うので、霊感商法が宗教活動に当たるのかどうかということが問

題です。 

 

［委員］ 

宗教に当たるのかどうかや、訪ねてくる人がどこの人なのかわからないので不気味です。なかなか帰ら

ない場合には、どのように言えばよいですか。 

 

［会長］ 

個人情報保護法が改正されて施行されたので、目的外の個人情報の利用は問題となりますが、１度流出

した個人情報を取り戻すことはなかなか難しいです。利用目的外使用ということで、抹消請求も裁判でで

きますが。宗教の場合だと色々な面で基本的に保護されてしまうので、警察に電話してもなかなか難しい

かもしれません。勧誘であれば、消費生活センターや警察で対応できますが、悪質業者は法の隙間をかい

くぐってアプローチしてきますので、消費生活センターもすごく難しい立ち位置ですが、重要な役割だと

思います。他にはないですか。 

 

［委員］ 

ＮＨＫで５時半過ぎから消費者問題の放送をずっと取り上げていて、放送の中で京都と和歌山の定期購

入の相談が非常に増えていました。それで、宝塚も同じかどうか調べた際に相談内容から調べることがで

きませんでしたが、化粧品がトップにあがっているので、定期購入に入っているのかどうかお聞かせくだ

さい。 
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（事務局） 

そうですね、集計したデータがないので正確にお答えできませんが、基本的には定期購入のほとんどが

化粧品等になります。 

 

［委員］ 

定期購入に関しては特商法が改正されましたけれど、施行後に何か変わったことはありますか。 

 

（事務局） 

６月からの施行後は相談者さんへの説明が若干変わって、分かりにくいページであったりすると少し対

抗できる要素があるということを伝えています。それで相談件数が減ったり、増えたりは現時点では分か

らない状況です。例えば、結構大きな企業で定期販売をやっておられたのですが、相談員がそこのホーム

ページを見ると特商法の改正に対応していない最終確認画面だったということがあり、今回の改正後に全

部の企業できちんと対応出来ていないことがわかりました。 

 

［会長］ 

他に何かありませんか。本日はお忙しい中、ご意見いただきありがとうございました。 

 

 

以上 

 


